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                                                             （本文 P1～P12） 

 

○ 計画の目的 

及び位置づけ   

 

 

 

○ 計画期間        

 

○ 本計画の対象 

とする建築物 

 

○ 主な改定概要 
 
 

 

 

 

 

○ 想定される地震と被害想定 

長野市地域防災計画（R４）の中で、善光寺地震を 

引き起こした長野盆地西縁断層帯による地震及び糸魚川－ 

静岡構造線断層帯の地震（全体・北側）の３ケースによる 

地震を想定し、各地の震度・液状化危険性のほか、人的・ 

物的な被害を予測しています｡ 

これらの地震が発生した場合、市内において震度 6 以上 

 ～震度７の強い揺れが予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

「 長野市耐震改修促進計画（案）」の概要 

本計画は、耐震改修促進法第６条第１項に基づき、国による基本方

針、県の耐震改修促進計画を踏まえ、市内の建築物の耐震診断及び耐震

改修を計画的に進めることで、今後発生が予想される大規模地震による

建築物の倒壊等の被害から、市民の生命、身体及び財産を守ることを目

的として策定しました。今後、本計画を指針として耐震化を促進してい

きます。 

・住  宅 

・多数の者が利用する建築物 

・要緊急安全確認大規模建築物、要安全確認計画記載建築物 

・公共建築物（市有施設） 

平成 1９年度から令和 12 年度まで（令和８年度から５年間延長） 

１ 計画策定の趣旨 

糸魚川-静岡構造線断層帯(全体)

長野盆地西縁断層帯

糸魚川-静岡構造線断層帯(北側)

（北部1+北部2+中部1）

＜想定した断層位置図＞ 

＜被害想定＞ 

・本計画の位置づけに「長野市国土強靱化地域計画」を追加 

・計画期間の５年間延長 

・想定される地震の規模及び被害想定の見直し 

・緊急輸送道路見直し（令和７年３月指定）に伴い、倒壊により道路を閉塞 

させる恐れのある沿道建築物の見直し 

・耐震改修の促進を図るための支援策として、除却工事に対する補助の検討

を追加 

・高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローンの耐震改修に関する融資に

おける利子補給制度（独立行政法人住宅支援機構による高齢者向け耐震改

修融資への利子補給制度をいう。以下同じ。）を利用する所有者に対する補

助制度を整備 

長野盆地西縁断層帯

の地震

糸魚川－静岡構造線

断層帯の地震(全体)

糸魚川－静岡構造線

断層帯の地震(北側)

被 害 数 被 害 数 被 害 数
全壊 ２２，９７１棟 １０，０９６棟 ２，２７５棟

半壊 ２５，１４９棟 １０，００７棟 ３，４２９棟

全壊 ２７２棟 ２３３棟 １９棟

半壊 １，４６６棟 １，２４１棟 １１５棟

死者 １，４４４人 ６２５人 １５５人

負傷者 ８，４４４人 ３，４２５人 ８８８人

うち重傷者 ４，３０８人 １，８１２人 ４６５人

想 定 項 目

建物被害

人的被害

揺れ

液状化
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○ 旧耐震基準（昭和 56 年５月以前）の建築物で安全性が確保されていないものを、建替え・ 

   改修により現行の耐震基準に適合させることで『耐震化』を図ります。 

○ 国の基本方針及び想定される地震の規模、被害状況並びに県計画の耐震化率の目標を踏まえ 

令和 12 年度末における耐震化率等の目標を以下の通りとします。 

 ◆対象建築物：昭和 56 年 5 月以前に着工された建築物＜旧耐震基準による建築物＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

住 宅 多数の者が利用する建築物 災害拠点施設(市有施設) 

一定規模以上の建築物 

例） 
戸建住宅、 
アパート、 
マンション等 

例） 
学校、病院、 
社会福祉施設、 
ホテル、店舗 等 

市有施設のうち、 
庁舎や避難所等の 

災害拠点施設、 
多 数 の 者 が 利 用
する建築物 等 

現状 ９１．１％ 

目標 

区分Ⅰ～Ⅴ １００％ 

区分Ⅵ ９５％ 

現状 ９７．３％ 現状 ９０．３％ 

目標 ９５％以上 

（全区分） 

目標 ９５％ 

２ 耐震化の現状と目標の設定 （本文 P13～P24） 

◆住宅の耐震化率の目標 

令和 12 年度末に目標を
達成するために、今後更に
371 戸の耐震改修等が必
要です。 

◆多数の者が利用する建築物 

の耐震化率の目標 

耐震性あり 
1,211 棟 
(９1.1%) 

 

耐震性あり 
1,287 棟 
(全用途 
95%以上) 

 

耐震性を満たさない 
118 棟(11.6%) 

 

42 棟 (5%未満) 

現状のまま 
1,211 棟 

建替等見込 
34 棟  

耐震改修 
42 棟 

耐震性あり 
141,676 戸 

(90.3%) 

 

耐震性あり 
148,447 戸 

(95%) 

 

耐震性を満たさない 
15,144 戸(9.7%) 7,813 戸(5%) 

令和７年４月 1,329 棟 令和１２年度末 1,329 棟 

令和７年４月 156,820 戸 

 

令和１２年度末 156,260 戸 

 

建替等見込 
6,400 戸   

耐震改修等 
371 戸 

現状のまま 
141,676 戸

策定時 ６８．２％ 策定時 ６０．０％ 策定時 ６８．８％ 

市営住宅等 

 市営住宅 
特定公共賃貸住宅 
若者向住宅 
厚生住宅 等 

目標 １００％ 

現状 ９６．７％ 

策定時 ８０．９％ 

啓発・指導 

啓発・指導 

令和 12 年度末に目標を 
達成するために、今後更に 
42 棟の耐震改 修が必要 
です。 
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（本文 P25～P27） 

 

○公共建築物(市有施設)は､平常時に多数の市民が利用するほか､災害時には庁舎・学校・ 

社会福祉施設等、多くの市有施設が防災拠点として活用されます。 

このため、利用者の安全確保だけでなく、災害時の拠点施設としての機能確保の観点 

から速やかに耐震化を図る必要があります。 

  ◆対象となる市有施設（災害拠点施設等） 

 

 

 

 

 
 
 

◆市有施設（災害拠点施設等）の耐震化率の現状及び目標       

令和７年 4 月 1 日現在                              （単位：棟） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市営住宅等については、3,542 戸（545 棟）あり、令和7年４月１日現在の耐震化率 96.7％

を、令和12年度末において 100％とすることを目標とします。 
 

○市有施設の用途等により優先順位を定め、緊急度の高いものから、順次、耐震化を図り

ます。 

Ⅰ 災害対策本部等（庁舎及び支所）   ：本庁舎及び支所 

Ⅱ 避難所                ：学校、社会体育館、公民館 等 

Ⅲ 震災団本部･方面本部        ：消防局及び消防署 

Ⅳ 物資輸送拠点等            ：エムウェーブ、ホワイトリング 等 

Ⅴ 上記以外の多数の者が利用する建築物 ：保育所、社会福祉施設、集会場 等 

Ⅵ 上記以外の小規模な社会福祉施設等   ：保育所、老人福祉施設、児童センター等 

３ 公共建築物（市有施設）に関する耐震化の目標 

注：市営住宅等は戸数で算出のため別途 

※１ 耐震性を有すると推測されるものは、これまでの診断結果データより、耐震改修の必要がないもの

の割合を 20％として算定しています 

※２ 上記、耐震化には、除却・改築等を含む。 

  Ⅰ 災害対策
      本部

    Ⅱ 避難所
Ⅲ 震災団本部

方面本部
   Ⅳ 物資輸送
       拠点等

　本庁舎、
　支所庁舎、

 （一部公民館
    併設）

　小中学校、

　社会体育館、
　公民館等

消防局

消防署

エムウェーブ､

ホワイトリング
等

28 451 17 6 72 141 715

28 449 17 6 71 125 696

100% 99.6% 100% 100% 98.6% 88.7% 97.3%

26 271 17 6 55 83 458

2 180 0 0 17 58 257

 耐震性を有する又は有すると
 推測されるもの（f）※1

2 178 0 0 16 42 238

28 451 17 6 72 140 714

28 449 17 6 72 125 697

100% 99.6% 100% 100% 100% 89.3% 97.6%

28 451 17 6 72 133 707

 令和12年度末までに耐震改修が
 必要な棟数 （k=j-h） ※2

0 2 0 0 0 8 10

目標達成済み 100% 目標達成済み 目標達成済み 100% 95% 99%

合  計

具体的な用途

   令和12年度末における総数の
　推計値（g）

建築物の分類  Ⅴ 左記以外の

     多数のもの
     が利用する

     建築物

 Ⅵ 左記以外の

     小規模な社
     会福祉施設

     及び公民館
           等

令和７年４月における総数（a=d+e）

 耐震性を有するもの（b=d+f）

 耐震化率（c=b/a）

 昭和56年6月以降に建設された
 棟数（d）

 昭和56年5月以前に建設された
 棟数（e）

 建替え等に伴う更新が現状で推移し
 た場合、令和12年度末の時点で耐震
 性を有すると推計されるもの（h）

 令和12年度末における耐震化率
（i=h/g）

 目標を達成するために
 令和12年度末時点で耐震性を有する
 必要がある棟数（j）

 令和12年度末における耐震化率の目標

（l=k/g）
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○ 耐震化の推進に向けた役割分担 

◆住宅・建築物の耐震化の推進のためには、住宅や建築物の所有者（市民）が、建築物の耐

震化や防災対策を自らの問題又は地域の問題として捉え、自助努力により取り組むことが

不可欠です。 

◆行政（国、県及び市）は、これら所有者の取組みを支援し、所有者にとって耐震診断や耐

震改修を行いやすい環境を整え、引き続き負担軽減のための必要な支援策を構築するなど、

関係団体等と連携して必要な施策を実施します。 
                 ＜役割分担のイメージ＞ 

 

  

  

  
  

 

○ 耐震診断及び改修の促進を図るための支援策や安心して耐震化が行える環境整備 
 

◆住宅の耐震診断・耐震改修、特定既存耐震不適格建築物等の耐震診断の補助を行います。 

◆更に住宅の耐震化を促進するため、木造住宅の除却工事に対する補助の検討、高齢者向け 

リバースモーゲージ型住宅ローンの利子補給制度を利用する所有者に対する補助制度の整備 

を行います。 

◆昭和 56 年の耐震基準導入以降で平成 12 年より前に建築された木造住宅について、耐震 

性能検証の実施に対する普及啓発を行っていきます。 

◆広報ながのやパンフレットの活用、出前講座の実施等により周知を図ります。 

◆所有者が安心して耐震化が行えるように相談窓口の設置や耐震改修補助事業の中間検査 

を実施します。 

◆改修工事の低コスト化、代理受領制度により住宅所有者の経済的負担軽減に取り組みます。 

◆「ブロック塀等の転倒防止対策の重点路線とする避難路」を計画に位置付け、危険なブ 

ロック塀等の転倒防止対策に取り組みます。 

◆住宅の耐震化をより一層促進するための行動計画として「住宅耐震化緊急促進アクション 

プログラム」を継続し、住宅の耐震化の更なる促進に取り組みます。   

＜耐震化を促進するための補助事業＞ 

 

 

 

 

◆全ての建築物を対象に、耐震化の必要性や改修に関する指導・助言を行います。 

◆必要に応じ、耐震診断及び耐震改修に関して実施すべき具体的事項を記載した指示書を 

交付します。 

◆耐震診断が義務化される建築物の診断結果を公表するほか、正当な理由がなく指示に 

従わない場合は、その旨を公表します。 

◆著しく保安上危険と認められる場合は、建築基準法に基づく勧告・命令等を行います。 

 建築関係団体 

（建築設計団体・住宅供給公社等） 

Ｎ Ｐ Ｏ 

      支援 
耐震化の主役は市民  
自らの生命・財産は自ら守る 

市民・住民自治協議会等 

 

法や制度などの整備 

（補助制度）  
 県民及び市町村を支援  

国 
市 身近な地方公共団体として 

市民を支援 

４ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

５ 耐震改修促進法等による指導・命令等 

（本文 P28～P37） 

（本文 P38） 

県 

自助 

行 政 

区分 耐震改修（補強）工事 除却工事（検討中）

既存木造住宅 既存非木造住宅

　分譲マンション、
　賃貸共同住宅、
　及び多数の者が利用
　する建築物

木造・非木造住宅
及び分譲マンション等
（賃貸住宅は除く）

木造・非木造住宅
（賃貸住宅は除く）

耐震診断士を派遣
（無料）

耐震診断に要する
費用の一部を補助

耐震診断に要する
費用の一部を補助

耐震改修工事に要する
費用の一部を補助

除却工事に要する
費用の一部を補助

「長野市住宅耐震診断士派
遣事業実施要綱」による

耐震診断

対象建築物

支援内容

「長野市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金要綱」による

昭和５６年５月以前に建築された住宅


